
四日市市職員通勤手当支給規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

令和元年９月２６日  

四日市市長  森  智 広  

四日市市規則第５５号 

四日市市職員通勤手当支給規則の一部を改正する規則  

四日市市職員通勤手当支給規則（昭和３３年四日市市規則第６号）の一部を次のよ

うに改正する。  

 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

１から３まで （略） １から３まで （略） 

（消費税率及び地方消費税率の改定に

伴う運賃改定に係る経過措置） 

４ 令和元年１０月１日に実施される消

費税率及び地方消費税率の引上げに伴

う交通機関の運賃改定に起因して通勤

のため負担する運賃の額が変更となる

職員は、第３条第１項の規定にかかわら

ず、通勤の実情を任命権者に届け出るこ

とを要しない。 

 

５ 前項の場合において、任命権者は、

職権により前項に規定する職員に支給

すべき通勤手当の額を改定するものと

する。 

 

６ 第４条第２項の規定は、前項の規定

により通勤手当の額を改定した場合に

ついて準用する。 

 

 

  附 則 

 この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

（総務部人事課） 


